
平成２３年２月７日

交 通 局

職員の懲戒処分等について

東京都交通局長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分等を行い

ましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 乗務中の信号無視

（１）懲戒処分の内容等

事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ５７ 男性 戒告

（２）事故の概要

平成２２年９月３０日、事故者は、都営バスを運転中、都内の交差点に

おいて、交通信号機の表示確認を怠り、赤信号を見落として直進した。

１－２

（１）懲戒処分の内容等

事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ４８ 男性 戒告

（２）事故の概要

平成２２年１０月１日、事故者は、都営バスを運転中、都内の交差点に

おいて、交通信号機の表示確認を怠り、赤信号を見落として左折した。



２ 公務外の交通違反

（１）懲戒処分の内容等

事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ４５ 男性 減給６０分の１ １月

（２）事故の概要

平成２２年７月３０日、事故者は、自家用車を運転中、都内の首都高速

/h /h /h道路において 制限速度６０㎞ のところを１１０㎞ で走行し ５０㎞、 、

速度超過した。

３ 公務外の交通事故

（１）懲戒処分の内容等

事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ５２ 男性 戒告

（２）事故の概要

平成２２年８月２２日、事故者は、自家用車を運転中、埼玉県内の交差

点を左折する際、安全確認不十分のため、左後方から進行してきた原動機

付自転車と衝突し、運転者に加療約３か月間の傷害を負わせた。

４ 始業点呼時の見落としによる酒気帯び出勤者の乗務

（１）懲戒処分の内容等

ア 事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ５４ 男性 減給６０分の１ １月

主事 ４６ 男性 戒告

イ 管理監督者

副参事 訓告

主 事 訓告

主 事 訓告



（２）事故の概要

平成２２年１２月２８日、都営バス営業所において、事故者（乗務員）

は、乗務前に行う乗務検査（アルコール検査）の際に呼気中に基準を超え

るアルコール反応（0.07 ｍｇ/L以上0.15 ｍｇ/L 未満）が検知されたこ

とに気付かぬまま始業点呼を受け、事故者（運行管理者）もその結果を見

落として、当該乗務員を乗務させた。

（参考）道路交通法上の酒気帯び運転は0.15 ｍｇ/L 以上

５ 乗務検査の不実施

（１）懲戒処分の内容等

ア 事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ４３ 男性 戒告

主事 ５８ 男性 減給６０分の１ １月

イ 管理監督者

主 事 文書注意

主 事 文書注意

（２）事故の概要

、 、 （ ） 、平成２２年９月２６日 都営バス営業所において 事故者 乗務員 は

（ ） 、乗務前に行う乗務検査 アルコール検査 を失念したまま始業点呼を受け

事故者（運行管理者）もそれに気付かず、当該乗務員を出庫させた。

５－２

（１）懲戒処分の内容等

ア 事故者

職層 年齢 性別 内容

主事 ５０ 男性 戒告

イ 管理監督者

副参事 文書注意

主 事 文書注意



（２）事故の概要

平成２２年１０月３０日、都営バス営業所において、事故者（運行管理

） 、 （ ） （ ）者 は 乗務員 再雇用職員 が乗務前に行う乗務検査 アルコール検査

を失念していることに気付かぬまま始業点呼を行い、当該乗務員を出庫さ

せた。

６ 酒気帯び出勤

（１）懲戒処分の内容等

事故者

事故発生日 職層 年齢 性別 内容

平成２２年 ９月 ３日 主事 ５６ 男性 戒告

平成２２年 ９月 ３日 主事 ５２ 男性 戒告

平成２２年１０月 ９日 主事 ３９ 男性 戒告

平成２２年１０月２９日 主事 ４５ 男性 戒告

平成２２年１１月２０日 主事 ４５ 男性 戒告

平成２２年１１月２２日 主事 ４２ 男性 戒告

平成２２年１１月２９日 主事 ５７ 男性 戒告

平成２２年１２月１０日 主事 ４７ 男性 戒告

（２）事故の概要

事故者は、都営バス営業所において、乗務前に行う乗務検査（アルコー

ル検査）の際に呼気中に基準を超えるアルコール反応（0.07 ｍｇ/L以上

0.15 ｍｇ/L 未満）が検知されて、乗務禁止措置を受けた。

（参考）道路交通法上の酒気帯び運転は0.15 ｍｇ/L 以上


